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12 任 用  

 

(1) 試験等の概要  

地公法第 15条は、任用の根本基準として「職員の任用は、この法律の定めるところにより、受

験成績、人事評価その他の能力の実証に基づいて行わなければならない。」と規定しており、近代

的公務員制度の基本理念の一つである成績主義、能力実証主義の原則を強調している。 

本市では、人事委員会規則として、職員の任用に関する規則を制定しており、この規則に基づ

き、職員の採用＜別表 1～3、7～17＞、昇任＜別表 4～6－2、18～21＞及び転任＜別表 22・23＞

を行っている。 

 

（2）採用競争試験及び採用選考の実施状況  

ア 第 1 類採用試験＜別表 7、8＞ 

実施状況について、申込者数は 2,437 人で、受験者数 1,735 人に対して、合格者数は 386 人

となった。これは、昨年度と比べると、申込者数 175 人の減少、受験者数 172 人の減少、合格

者数 7人の減少となっており、倍率は昨年度の 4.9倍から 4.5倍に低下した。 

このうち、行政職事務は、受験者数 1,231 人に対して 277 人の合格者を出し、倍率は 4.4 倍

となっており、また、行政職技術は、受験者数 142 人に対して 63 人の合格者を出し、倍率は

2.3倍となった。 

12 月に追加で実施した第 1 類（土木・電気）については、申込者数は 52 人で、受験者数 30

人に対して合格者数は 17人となり、倍率は 1.8倍であった。 

 

イ 第 2 類採用試験＜別表 9＞ 

実施状況について、申込者数は 772人で、受験者数 560人に対して合格者数は 85 人となった。

これは、昨年度と比べると、申込者数 84 人の増加、受験者数 4 人の減少、合格者数 32 人の増

加となっており、倍率は昨年度の 10.6倍から 6.6倍に低下した。 

 

ウ 免許資格職採用試験＜別表 10、11＞ 

実施状況について、第 1次試験 6月実施分は、申込者数は 142人で、受験者数 91 人に対して

合格者数は 32人となった。これは、昨年度と比べると、申込者数 61人の増加、受験者数 39人

の増加、合格者数 9人の増加となっており、倍率は昨年度の 2.3倍から 2.8倍に上昇した。 

また、第 1次試験 9月実施分は、申込者数は 378人で、受験者数 251人に対して合格者数 94 

人となった。これは、昨年度と比べると、申込者数 11 人の増加、受験者数 6 人の減少、合格

者数 1人の増加となっており、倍率は昨年度の 2.8倍から 2.7倍に低下した。 

  

エ 職務経験者採用試験＜別表 12＞ 

実施状況について、申込者数は 929人で、受験者数 690人に対して合格者数は 69 人となった。

これは、昨年度と比べると、申込者数 86 人の減少、受験者数 23人の減少、合格者数 26人の減

少となっており、倍率は昨年度の 7.5倍から 10.0倍に上昇した。 

 

オ 身体障害者を対象とした採用選考＜別表 13＞ 

実施状況について、申込者数 57人で、受験者数 51 人に対して合格者数は 18人となった。こ

れは、昨年度と比べると、申込者数 5 人の減少、受験者数 3 人の減少、合格者数 1 人の増加と

なっており、倍率は昨年度の 3.2倍から 2.8倍に低下した。 
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カ 採用選考（人事委員会分）＜別表 14＞ 

実施状況について、司書職をはじめ 3 職種について 12 回実施し、受験者数 16 人に対して合

格者数は 16 人となった。これは、昨年度と比べると、受験者数、合格者数ともに 22 人の減少

となった。 

 

キ 採用選考（任命権者委任分（会計年度任用職員以外））＜別表 15＞ 

実施状況について、医事職をはじめ 6 職種について 55回実施し、受験者数 999人に対して合

格者数は 483 人となった。すべて任期の定めのない職員に係る採用選考であり、昨年度と比べ

ると、受験者数は 259人の増加、合格者数 212人の増加となった。 

 

ク 採用選考（任命権者委任分（会計年度任用職員））＜別表 16＞ 

実施状況について、採用選考は 566 回実施し、当初受験者数 4,475 人に対して合格者数は

3,333人となった。 

 

ケ 採用選考（人事委員会承認分）＜別表 17＞ 

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成 14 年法律第 48 号）第 3 条の

規定に基づく、任期を定めた採用に関する承認件数は 8 件となり、同法第 7 条の規定に基づく、

任期の更新に関する承認件数は 6 件となった。また、同法第 8 条の規定に基づく、他の職への

任用に関する承認件数は 0件であった。 

 

(3) 昇任選考等の実施状況  

ア 課長以上昇任選考＜別表 18＞  

受験者数 207 人に対して合格者数は 207 人となり、昨年度と比べると、受験者数、合格者数

ともに 18人の減少となった。 

 

イ 医事職係長昇任選考＜別表 19＞  

受験者数 8 人に対して合格者数は 8 人となり、昨年度と比べると、受験者数、合格者数とも

に 4人の増加となった。 

 

ウ 消防職係長昇任選考・係長転任試験＜別表 20＞  

一般消防と航空消防とを併せて、受験者数 215 人に対して最終合格者数は 17 人となった。こ

れは、昨年度と比べると、受験者数 37 人の減少、最終合格者数は 17 人の減少となっており、

倍率は昨年度の 7.4倍から 12.6倍に増加した。 

 

エ 係長昇任選考・係長転任試験＜別表 21＞  

係長昇任選考と係長転任試験とを併せて、受験者数 1,015 人に対して最終合格者数は 209 人

となった。これは、昨年度と比べると、受験者数 34 人の減少、最終合格者数は 3 人の増加であ

り、倍率は昨年度の 5.1倍から 4.9倍に低下した。 

このうち、行政職事務は、受験者数 365 人に対して最終合格者数は 125 人、倍率 2.9 倍とな

った。 

 

(4) 転任試験及び転任承認の実施状況   

ア 転任試験＜別表 22＞  

採用競争試験と併せて実施している分をみると、申込者数は 101人で、受験者数 96人に対し

て合格者数は 8 人となった。これは、昨年度と比べると、申込者数 4 人の減少、受験者数 3 人
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の減少、合格者数 1人の増加となった。 

 

イ 転任承認＜別表 23＞  

申請者数 7 人に対して承認者数は 7 人となり、昨年度と比べると、申請者数、承認者数とも

に 1人の減少となった。 

 

(5) 条件付採用期間の延長及び臨時的任用の更新の実施状況  

ア 条件付採用期間の延長＜別表 24＞ 

職員の任用に関する規則第 38条の規定に基づき、人事委員会が行った条件付採用期間の延長

に関する決定件数は 13件となった。 

 

イ 臨時的任用の更新＜別表 25＞ 

職員の任用に関する規則第 40条の規定に基づき、人事委員会が行った臨時的任用の更新に関

する承認件数は 566件となった。 
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＜別表 1＞試験実施日程  

試験の 

種類 
試験区分 

試験案内 

発表日 
申込期間 

第1次試験 第2次 

試験期間 

合格 

発表日 試験日 結果発表日 

第1類 

事
務 

行政一般 

4/23(火) 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ及び 

郵送申込 

4/25(木)

～  
5/12(日) 

6/23(日) 7/3(水) 

（行政一般・ 

法律・経済・ 

消防） 

 

<個別面接①> 

7/11(木) 

～  
7/21(日) 

 

<個別面接②> 

8/3(土) 

～  
8/11(日) 

 

 

（上記以外） 

 

7/24(水) 

～  
8/11(日) 

8/20(火) 

法律 

経済 

社会福祉 

技
術 

土木 

建築 

機械 

電気 

応用化学 

造園 

研
究 

機械 

電子 

薬学 

農芸化学 

応用化学 

学校事務 

消防 

第2類 

事
務 

行政一般 

6/25(火) 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ及び 

郵送申込 

7/9(火) 

～  
8/4(日) 

9/29(日) 10/8(火) 
10/17(木) 

～  
11/8(金) 

11/21(木) 

技
術 

土木 

建築 

機械 

電気 

学校事務 

消防 

免許 

資格職 

(第1次 

試験 

6月 

実施分) 

薬学 

4/23(火) 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ及び 

郵送申込 

4/25(木)

～  
5/12(日) 

6/23(日) 7/3(水) 
7/24(水) 

～  
8/11(日) 

8/20(火) 

衛生 

獣医 

学
芸 

西洋美術 

考古学 

天文 

管理栄養 
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試験の 

種類 
試験区分 

試験案内 

発表日 
申込期間 

第1次試験 第2次 

試験期間 

合格 

発表日 試験日 結果発表日 

免許 

資格職 

(第1次

試験 

9月 

実施分) 

保育Ⅰ 

6/25(火) 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ及び 

郵送申込 

7/9(火) 

～  
8/4(日) 

9/29(日) 10/8(火) 
10/17(木) 

～  
11/8(金) 

11/21(木) 保育Ⅱ 

司書 

第1類 

（追加） 

技術 

（土木・電気） 
10/15(火) 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ及び 

郵送申込 

10/17(木) 

～  
11/17(日) 

12/1(日) 12/9(月) 
12/16(月) 

12/17(火) 
12/25(水) 

 

試験の 

種類 
試験区分 

試験案内 

発表日 
申込期間 第1次試験 第2次試験 第3次試験 

合格 

発表日 

職務 

経験者 

事
務 

行政一般 

6/25(火) 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ及び 

郵送申込 

7/9(火) 

～  
 8/4(日) 

試験日 

9/29(日) 

 

結果発表日 

10/8(火) 

試験日 

10/19(土) 

10/26(土) 

11/2(土) 

 

結果発表日 

11/7(木) 

試験日 

11/23(土) 

11/24(日) 

12/1(日) 

12/9(月) 

社会福祉 

技
術 

土木 

建築 

機械 

電気 

保育Ⅰ 

保育Ⅱ 

試験日 

10/29(火) 

10/30(水) 

― 11/21(木) 

 

試験の 

種類 
試験区分 

試験案内 

発表日 
申込期間 

第1次試験 
第2次試験 

合格 

発表日 試験日 結果発表日 

身体 

障害者 

を対象 

とした 

採用 

選考 

行政一般 

8/27(火) 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ及

び郵送申込 

8/29(木) 

～  
9/16(月) 

10/20(日) 11/7(木) 
試験日 

11/30(土) 
12/9(月) 

学校事務 
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＜別表 2－1＞第 1類採用試験受験資格(第 1次試験 6月実施分及び追加実施分) 

試験区分 受験資格 

全試験 

区分 

共通 

次の(1)及び(2)の要件を満たすこと 

 (1) 次のいずれかに該当すること 

  ア 平成元年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた者 

  イ 平成10年4月2日以降に生まれた者で、学校教育法（昭和22年法律第26号）による

大学（短期大学を除く。）を卒業又は令和2年3月31日までに卒業見込みの者 

   （追加実施分のみ、平成10年4月2日以降に生まれた者で、学校教育法（昭和22年法

律第26号）による大学（短期大学を除く。）を卒業した者又はこれと同等の資格が

あると名古屋市人事委員会が認める方） 

(2) 次のいずれにも該当しないこと 

  ア 成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。） 

  イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者 

  ウ 名古屋市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 

  エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

消防 

日本国籍を有し、消防の身体的条件（※）を満たす者 

（※）「消防の身体的条件」とは、次のとおりとする。 

 ・矯正視力が両眼0.7以上かつ一眼それぞれ0.3以上 

 ・赤色、青色及び黄色の色彩の識別ができること 

 ・聴力が左右とも正常であること 

 ・その他消防官としての職務遂行に支障のないこと 

 

＜別表 2－2＞第 2類採用試験受験資格  

試験区分 受験資格 

全試験 

区分 

共通 

次の(1)及び(2)の要件を満たすこと 

 (1) 平成10年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた者 

   ただし、学校教育法による大学（短期大学を除く。）を卒業又は令和2年3月31日ま 

でに卒業見込みの者を除く。 

 (2) 次のいずれにも該当しないこと 

  ア 成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。） 

  イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者 

  ウ 名古屋市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 

  エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

消防 

日本国籍を有し、消防の身体的条件（※）を満たす者 

（※）「消防の身体的条件」とは、次のとおりとする。 

  ・矯正視力が両眼0.7以上かつ一眼それぞれ0.3以上 

  ・赤色、青色及び黄色の色彩の識別ができること 

  ・聴力が左右とも正常であること 

  ・その他消防官としての職務遂行に支障のないこと 
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＜別表 2－3＞免許資格職採用試験受験資格（第 1次試験 6 月実施分）  

試験区分 受験資格 

全試験 

区分 

共通 

次の(1)及び(2)の要件を満たすこと 

 (1) 次のいずれかに該当すること 

  ア 平成元年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた者（ただし、獣医区分は、昭

和59年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた者） 

  イ 平成10年4月2日以降に生まれた者で、学校教育法による大学（短期大学を除

く。）を卒業又は令和2年3月31日までに卒業見込みの者 

(2) 次のいずれにも該当しないこと 

  ア 成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。） 

  イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者 

  ウ 名古屋市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 

  エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

薬学 
薬剤師の免許を有する者、又は令和2年3月末までに実施される薬剤師国家試験により同免

許を取得見込みの者 

衛生 

獣医 
食品衛生監視員の任用資格を有する者、又は令和2年3月末までに有する見込みの者 

学芸 学芸員の資格を有する者、又は令和2年3月末までに有する見込みの者 

管理栄養 
管理栄養士の免許を有する方、又は令和2年3月末までに実施される管理栄養士国家試験に

より同免許を取得見込みの者 

 

＜別表 2－4＞免許資格職採用試験受験資格（第 1次試験 9 月実施分） 

試験区分 受験資格 

全試験 

区分 

共通 

次の(1)及び(2)の要件を満たすこと 

 (1) 平成元年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた者 

(2) 次のいずれにも該当しないこと 

  ア 成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。） 

  イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者 

  ウ 名古屋市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者  

  エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

保育Ⅰ 

保育Ⅱ 
保育士の資格を有する者、又は令和2年3月末までに有する見込みの者 

司書 司書の資格を有する者、又は令和2年3月末までに有する見込みの者 
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＜別表 2－5＞職務経験者採用試験受験資格  

試験区分 受験資格 

全試験 

区分 

共通 

次の(1)から(3)までのすべての要件を満たすこと 

(1) 昭和35年4月2日から平成元年4月1日までに生まれた者 

(2) 直近10年（平成21年7月1日から令和元年6月30日まで）中に60箇月（5年）以上の 

職務経験がある者 

   ※ 職務経験について 

    ・「職務経験」とは、会社員、自営業者、公務員等として、同一の事業所に週あ

たり30時間以上の勤務を1年（12箇月）以上継続して就業していた期間のこと

をいう。ただし、最低1か所で3年（36箇月）以上継続して就業していた期間が

必要。 

    ・勤務を開始した日が月途中の場合、その月は１か月の就業期間とみなす。ま

た、勤務を終了した日が月途中の場合においても、その月は１か月の就業期間

とみなす。（ただし、職務経験期間に通算できるのは一つの職務経験期間が1年

以上継続している勤務に限る。） 

    ・事業主が講じる所定労働時間の短縮措置等を利用し週あたり30時間未満となっ

た勤務期間も、継続して就業していた期間として通算する。ただし、短縮され

る前の所定労働時間は週あたり30時間以上であることが必要。 

        ・休職、育児休業、介護休業などで休んでいた期間は通算しない。ただし、労基

法等に基づく産前産後休業を取得していた期間は通算する。 

 ・同一期間内の重複した職務経験は、一方のみを通算する。 

(3) 次のいずれにも該当しないこと 

  ア 成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。） 

  イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者 

  ウ 名古屋市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 

  エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

社会福祉 令和元年6月30日以前に、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を登録している者 

土木 (2)について、試験区分に対応する設計・施工管理に関する職務経験を有する者 

建築 

令和元年6月30日以前に、建築士法（昭和25年法律第202号）に基づく一級建築士試験に合

格している者 

(2)について、試験区分に対応する設計・施工管理に関する職務経験を有する者 

機械 

電気 
(2)について、試験区分に対応する設計・施工管理又は保守・維持管理に関する職務経験を有する者 

保育Ⅰ 

保育Ⅱ 

(2)について、「保育所等（※）」における保育士としての職務経験を有する者 

（※）「保育所等」とは、次の施設とする。 

  ・保育所や児童養護施設をはじめとする児童福祉施設 

・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18 

年法律第77号）に定める認定こども園 

・児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童の一時保護施設 

・児童福祉法に定める家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業 

所内保育事業を行う事業所 
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＜別表 2－6＞身体障害者を対象とした採用選考受験資格  

試験区分 受験資格 

全試験 

区分 

共通 

次の(1)及び(2)の要件を満たすこと 

 (1) 次の条件をいずれも満たすこと 

  ア 身体障害者手帳の交付を受けていること 

  イ 昭和49年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた者 

 (2) 次のいずれにも該当しないこと 

  ア 成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。） 

  イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者 

  ウ 名古屋市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 

  エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
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＜別表 3＞試験内容   

試験の種類 試験区分 第1次試験 第2次試験 

第1類 

事
務 

行政一般 

教養試験 

<行政一般・学校事務・消防> 

 択一式、150分 

知識分野:25問必須解答 

知能分野:25問必須解答 

<行政一般・学校事務・消防以外> 

 択一式、90分 

知識分野:15問必須解答 

知能分野:15問必須解答 

専門試験(行政一般・学校事務・消防を除く。) 

<研究以外> 

 択一式、40問必須解答、120分 

<研究> 

 択一式、20問必須解答、60分 

口述試験 

 個別面接 

 専門面接 

(研究のみ) 

論文試験 

体力検査(消防のみ) 

身体検査(消防のみ) 

法律 

経済 

社会福祉 

技
術 

土木 

建築 

機械 

電気 

応用化学 

造園 

研
究 

機械 

電子 

薬学 

農芸化学 

応用化学 

学校事務 

消防 

第 1類 

(追加実施分)

技術 

（土木・電気） 

教養試験 

 択一式、40問必須解答、120分 

専門試験 

択一式、30問必須解答、120分 

口述試験 

 個別面接 

論文試験 

第2類 

事
務 

行政一般 教養試験 

<行政一般・学校事務・消防> 

 択一式、150分 

知識分野:25問必須解答 

知能分野:25問必須解答 

<技術> 

 択一式、90分 

知識分野・知能分野:30問必須解答 

専門試験 

<技術> 

択一式、40問必須解答、120分 

口述試験 

 個別面接 

作文試験 

体力検査(消防のみ) 

身体検査(消防のみ) 

技
術 

土木 

建築 

機械 

電気 

学校事務 

消防 

免許資格職 

(第1次試験 

6月実施分) 

薬学 

教養試験 

 択一式、90分 

知識分野:15問必須解答 

知能分野:15問必須解答 

専門試験(学芸を除く。) 

 択一式、40問必須解答、120分 

経験・業績論文(学芸のみ) 

 記述式、60分 

口述試験 

 個別面接 

専門面接 

(学芸のみ) 

論文試験 

衛生 

獣医 

学
芸 

西洋美術 

考古学 

天文 

管理栄養 
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免許資格職 

(第1次試験 

9月実施分)

保育Ⅰ 

保育Ⅱ 

教養試験 

 択一式、90分 

知識分野・知能分野:30問必須解答 

専門試験 

 択一式、40問必須解答、120分 

口述試験 

 個別面接 

作文試験 

ピアノ実技 

(保育Ⅰのみ) 

司書 

教養試験 

 択一式、90分 

知識分野・知能分野:30問必須解答 

専門試験 

択一式、40問必須解答、120分 

口述試験 

 個別面接 

作文試験 

 

試験の種類 試験区分 第1次試験 第2次試験 第3次試験 

職務経験者 

事

務 

行政一般 

教養試験 

択一式、90分 

知識分野・知能分野:30問必須解答 

論文試験 

口述試験 

個別面接① 

口述試験 

個別面接② 

プレゼンテ

ーション 

社会福祉 

技

術 

土木 

建築 

機械 

電気 

保育Ⅰ 

保育Ⅱ 

教養試験 

択一式、90分 

知識分野・知能分野:30問必須解答 

専門試験 

 択一式、20問必須解答、60分 

実技面接 

個別面接 

プレゼンテー

ション 

 (保育Ⅱのみ) 

ピアノ実技 

(保育Ⅰのみ) 

― 

 

試験の種類 試験区分 第 1次試験 第 2 次試験 

身体障害者 

を対象とし 

た採用選考 

行政一般 
教養試験 

択一式、85分 

知識分野・知能分野:25問必須解答 

作文試験 

面接試験 

 個別面接 
学校事務 
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＜別表 4＞昇任選考の方法及び受験資格等   

任用段階 係 長 段 階 課長段階以上 

職  種 医事職以外の職種 医事職 全職種 

方 法 

原則として、筆記試験(第 1 次試験及び第 2 

次試験) (別表 6 － 2 参照)、口述試験(第 2 

次試験)、経歴、人事評価についての書面審

査 

経歴、人事評価についての書面審査 

実施時期 人事委員会がそのつど定める。 任命権者の請求のつど行う。 

受験資格 

1 昇任する任用段階への必要在職年数を満たしていること。(別表 5 参照) 

2 人事評価の結果が良好であること。 

3 平成 31年 3月 31日現在において、年齢 60歳でないこと。 

4 昇任選考実施の日において休職(在籍専従職員の休職を除く。)又は停職中でないこと。 

5 消防職に属する職員のうち、消防吏員の階級等に関する規則に定める消防士長の階級又

は消防士の階級にある者でないこと。 

6 その他  (係長段階への昇任選考に係る資格要件(医事職以外の職種)については別表 6 －

1参照) 

 

＜別表 5＞職員昇任基準年数   

職 種      学歴区分 
任用段階 

係長 

行政職、研究職、消防職、保育職、教育指導職、司書職、 

学芸職、栄養指導職、衛生職、医療技術職、 

看護保健職、学校事務職 

 大 学 卒 ５年 

短 大 卒 ７年 

 高 校 卒 以 下 ９年 

医事職 ― ３年 

薬剤職、獣医職  大  学  卒 ３年 

清掃職、動物飼育職、水道業務職、運輸職、守衛職 ― ９年 

 (注)1. 任用段階の項に掲げる年数は、各職種又は職種細分ごとに、各任用段階へ昇任するために必要とされるその

一つ下位の段階の職における最短の在職年数を示す。 

(注)2. 課長段階以上への昇任については、その各任用段階の一つ下位の段階の職に人事委員会が定める昇任に必要

な能力の実証に必要な期間(1年)在職していることを要する。 

 

＜別表 6－1＞種別及び資格要件   

種   別 資      格      要      件 

コースⅠ 

・係長昇任選考の受験資格を有する者(別表 4 参照、以下同じ。)のうち、他のコー

スに該当しない者 

・係長転任試験(注 1)を受けようとする者 

コースⅡ 
係長昇任選考の受験資格を有する者のうち、平成 31 年 3 月 31 日現在、年齢 40 歳以

上である者 

コースⅢ 
係長昇任選考の受験資格を有する者のうち、平成 30 年 6 月 1 日現在、別に任命権者

が定める副係長として 2年以上従事する者 

コースⅣ 
係長昇任選考の受験資格を有する者のうち、平成 31 年 3 月 31 日現在、年齢 40 歳以

上かつ勤続 7 年以上の者(注 2) 

(注)1. 係長転任試験とは、職員が現に属する職種以外の職種の係長の段階の職へ任命されるための試験をいい、係長

昇任選考と同時期に実施している。 

(注)2. 消防職においては、別に任命権者が定める副係長の職にある者又は消防吏員の階級等に関する規則に定める消

防司令補の階級に 10年以上在職していることを要する。 
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＜別表 6－2＞筆記試験の内容等   

１ 行政職(事務)、水道業務職、守衛職、学校事務職 

(1) 第１次試験受験者 

ア コースⅠ 

試験科目 出   題   内   容 問 題 数 形式 時間 得点配分 

第 1 次

試 験 

法制度等 

地方公務員

制   度 

地方公務員法を中心と

する 
約 10問 

30問 択一式 90 分 300点 
地 方 自 治 

制   度 

地方自治法を中心と

する 
約 10問 

事 務 管 理 

そ の 他 

本市の事務管理、市

行政等 
約 10問 

市政等に関

す る 論 文 

係長として必要な市政等に関する

一般的知識 
1 問 記述式 60 分 200点 

第 2 次

試 験 

管理監督

論   文 

係長として必要な管理監督に関す

る知識 
1 問 記述式 60 分 150点 

 

イ コースⅡ 

試験科目 出   題   内   容 問 題 数 形式 時間 得点配分 

第 1 次

試 験 

法制度等 

地方公務員

制   度 

地方公務員法を中心

とする 
約 7問 

20 

問 
択一式 60 分 300点 

地 方 自 治 

制   度 

地方自治法を中心と

する 
約 6問 

事 務 管 理 

そ の 他 

本市の事務管理、市

行政等 
約 7問 

市政等に関

す る 論 文 

係長として必要な市政等に関する

一般的知識 
1問 記述式 60 分 200点 

第 2 次

試 験 

管理監督

論   文 

係長として必要な管理監督に関す

る知識 
1 問 記述式 60 分 150点 

 

ウ コースⅢ 

試験科目 出   題   内   容 問 題 数 形式 時間 得点配分 

第 1 次

試 験 

市政等に関

す る 論 文 

係長として必要な市政等に関する

一般的知識 
1 問 記述式 60 分 200点 

第 2 次

試 験 

管理監督 

論   文 

係長として必要な管理監督に関す

る知識 
1 問 記述式 60 分 150点 

 

エ  コースⅣ 

試験科目 出   題   内   容 問 題 数 形式 時間 得点配分 

第 1 次

試 験 

管理監督 

論   文 

係長として必要な管理監督に関す

る知識 
1 問 記述式 60 分 200点 

 

(2) 第１次試験免除者及び第２次試験受験延期終了者 

コースⅠ、コースⅡ及びコースⅢ 

試験科目 出   題   内   容 問 題 数 形式 時間 得点配分 

第 2 次

試 験 

管理監督 

論   文 

係長として必要な管理監督に関す

る知識 
1 問 記述式 60 分 150点 
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２ 行政職（技術）、保育職、司書職、学芸職、薬剤職、獣医職、栄養指導職、衛生職、清掃職、運

輸職 

(1) 第１次試験受験者 

ア コースⅠ 

試験科目 出   題   内   容 問 題 数 形式 時間 得点配分 

第 1 次

試 験 

法制度等 

地方公務員

制   度 

地方公務員法を中心と

する 
約 7 問 

20問 択一式 60 分 100点 
地 方 自 治 

制   度 

地方自治法を中心と

する 
約 6 問 

事 務 管 理 

そ の 他 

本市の事務管理、市

行政等 
約 7 問 

専門的知識 
選考等を行う職種における専門的

知識 
約 4 問 記述式 90 分 200点 

第 2 次

試 験 

管理監督

論   文 

係長として必要な管理監督に関す

る知識 
1 問 記述式 60 分 150点 

イ コースⅡ 

試験科目 出   題   内   容 問 題 数 形式 時間 得点配分 

第 1 次

試 験 

法制度等 

地方公務員

制   度 

地方公務員法を中心と

する 
約 7問 

10問 択一式 30 分 100点 
事 務 管 理 

そ の 他 

本市の事務管理、市

行政等 
約 3問 

専門的知識 
選考等を行う職種における専門的

知識 
約 4問 記述式 90 分 200点 

第 2 次

試 験 

管理監督

論   文 

係長として必要な管理監督に関す

る知識 
1 問 記述式 60 分 150点 

 

ウ コースⅢ 

試験科目 出   題   内   容 問 題 数 形式 時間 得点配分 

第 1 次

試 験 

市政等に関

す る 論 文 

係長として必要な市政等に関する

一般的知識 
1 問 記述式 60 分 200点 

第 2 次

試 験 

管理監督 

論   文 

係長として必要な管理監督に関す

る知識 
1 問 記述式 60 分 150点 

 

エ  コースⅣ 

試験科目 出   題   内   容 問 題 数 形式 時間 得点配分 

第 1 次

試 験 

管理監督 

論   文 

係長として必要な管理監督に関す

る知識 
1 問 記述式 60 分 200点 

 

(2) 第１次試験免除者及び第２次試験受験延期終了者 

コースⅠ、コースⅡ及びコースⅢ 

試験科目 出   題   内   容 問 題 数 形式 時間 得点配分 

第 2 次

試 験 

管理監督 

論   文 

係長として必要な管理監督に関す

る知識 
1 問 記述式 60 分 150点 
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３ 医療技術職、看護保健職、動物飼育職 

(1) 第１次試験受験者 

ア コースⅠ 

試験科目 出   題   内   容 問 題 数 形式 時間 得点配分 

第 1 次

試 験 

法制度等 

地方公務員

制   度 

地方公務員法を中心と

する 
約 7 問 

10問 択一式 30 分 50点 
事 務 管 理 

そ の 他 

本市の事務管理、市

行政等 
約 3 問 

専門的知識 
選考を行う職種における専門的知

識 
約 5問 記述式 120 分 250点 

第 2 次

試 験 

管理監督

論   文 

係長として必要な管理監督に関す

る知識 
1 問 記述式 60 分 150点 

 

イ コースⅡ 

試験科目 出   題   内   容 問 題 数 形式 時間 得点配分 

第 1 次

試 験 

法制度等 

地方公務員

制   度 

地方公務員法を中心と

する 
約 7問 

10問 択一式 30 分 50点 
事 務 管 理 

そ の 他 

本市の事務管理、市

行政等 
約 3問 

専門的知識 
選考等を行う職種における専門的

知識 
約 5問 記述式 120 分 250点 

第 2 次

試 験 

管理監督

論   文 

係長として必要な管理監督に関す

る知識 
1 問 記述式 60 分 150点 

 

ウ コースⅢ 

試験科目 出   題   内   容 問 題 数 形式 時間 得点配分 

第 1 次

試 験 

市政等に関

す る 論 文 

係長として必要な市政等に関する

一般的知識 
1 問 記述式 60 分 200点 

第 2 次

試 験 

管理監督 

論   文 

係長として必要な管理監督に関す

る知識 
1 問 記述式 60 分 150点 

 

エ  コースⅣ 

試験科目 出   題   内   容 問 題 数 形式 時間 得点配分 

第 1 次

試 験 

管理監督 

論   文 

係長として必要な管理監督に関す

る知識 
1 問 記述式 60 分 200点 

 

(2) 第１次試験免除者及び第２次試験受験延期終了者 

コースⅠ、コースⅡ及びコースⅢ 

試験科目 出   題   内   容 問 題 数 形式 時間 得点配分 

第 2 次

試 験 

管理監督 

論   文 

係長として必要な管理監督に関す

る知識 
1 問 記述式 60 分 150点 
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４ 消防職 

(1) 第１次試験受験者 

ア コースⅠ 

試験科目 出   題   内   容 問 題 数 形式 時間 得点配分 

第 1 次

試 験 

法制度等 

地方公務員

制   度 

地方公務員法を中心と

する 
約 7 問 

20 

問 
択一式 60 分 20点 

地 方 自 治 

制   度 

地方自治法を中心と

する 
約 6 問 

事 務 管 理 

そ の 他 

本市の事務管理、市

行政等 
約 7 問 

専門的知識 
選考等を行う職種細分における専

門的知識 
約 4 問 記述式 90 分 40点 

第 2 次

試 験 

管理監督

論   文 

係長として必要な管理監督に関す

る知識 
1 問 記述式 60 分 100点 

 

イ コースⅡ 

試験科目 出   題   内   容 問 題 数 形式 時間 得点配分 

第 1 次

試 験 

法制度等 

地方公務員

制   度 

地方公務員法を中心と

する 
約 7問 

10 

問 
択一式 30 分 20点 

事 務 管 理 

そ の 他 

本市の事務管理、市

行政等 
約 3問 

専門的知識 
選考等を行う職種細分における専

門的知識 
約 4問 記述式 90 分 40点 

第 2 次

試 験 

管理監督

論   文 

係長として必要な管理監督に関す

る知識 
1 問 記述式 60 分 100点 

 

ウ コースⅢ 

試験科目 出   題   内   容 問 題 数 形式 時間 得点配分 

第 1 次

試 験 

消防行政に

関する論文 

係長として必要な消防行政に関す

る一般的知識 
1問 記述式 60 分 60点 

第 2 次

試 験 

管理監督 

論   文 

係長として必要な管理監督に関す

る知識 
1 問 記述式 60 分 100点 

 

エ  コースⅣ 

試験科目 出   題   内   容 問 題 数 形式 時間 得点配分 

第 1 次

試 験 

管理監督 

論   文 

係長として必要な管理監督に関す

る知識 
1 問 記述式 60 分 50点 

 

(2) 第１次試験免除者及び第２次試験受験延期終了者 

コースⅠ、コースⅡ及びコースⅢ 

試験科目 出   題   内   容 問 題 数 形式 時間 得点配分 

第 2 次

試 験 

管理監督 

論   文 

係長として必要な管理監督に関す

る知識 
1 問 記述式 60 分 100点 
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＜別表 7＞第 1類採用試験   

試験区分 申込者数 
第 1次試験 

受験者数(a) 

第 1次試験 

合格者数 
合格者数(b) 

倍率 

(a)/(b) 

事
務 

行政一般 1,035 人 713 人 335 人 112 人 6.4 倍 

法  律 356 264 177 72 3.7 

経  済 224 172 146 62 2.8 

社会福祉 116 82 60 31 2.6 

技
術 

土  木 66 46 29 23 2.0 

建  築 36 19 16 14 1.4 

機  械 19 10  7  5 2.0 

電  気 41 35 22  11 3.2 

応用化学 26 21  8  3 7.0 

造  園 15 11 9  7  1.6 

研
究 

機  械 2 1 1     1      1.0 

電  子 5 3 3  2      1.5 

薬  学 1 1 1  1 1.0 

農芸化学 8 6 6  1 6.0 

応用化学 9 4 4  3 1.3 

学校事務  81  62  8   3 20.7 

消  防 397 285 95  35  8.1 

計 2,437 1,735 927  386 4.5 

 

＜別表 8＞第 1類採用試験（追加)   

試験区分 申込者数 
第 1次試験 

受験者数(a) 

第 1次試験 

合格者数 
合格者数(b) 

倍率 

(a)/(b) 

土木 31 人 16 人 13 人 12 人 1.3 倍 

電気 21 14  9  5 2.8 

計 52 30 22 17 1.8 

 

＜別表 9＞第 2類採用試験   

試験区分 申込者数 
第 1次試験 

受験者数(a) 

第 1次試験 

合格者数 
合格者数(b) 

倍率 

(a)/(b) 

事

務 
行政一般 222 人 146 人 30 人 12 人 12.2 倍 

技
術 

土  木 21 18 7 6 3.0 

建  築 3 3 3 3 1.0 

機  械 3 1 1 1 1.0 

電  気 8 6 4 1 6.0 

学校事務 19 15 6 3 5.0 

消  防 496 371 119 59 6.3 

計 772 560 170 85 6.6 
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＜別表 10＞免許資格職採用試験（第 1次試験 6月実施分）   

試験区分 申込者数 
第 1 次試験 

受験者数(a) 

第 1次試験 

合格者数 
合格者数(b) 

倍率 

(a)/(b) 

薬  学 19 人 11 人 11 人 10 人 1.1 倍 

衛  生 21 15 11 8 1.9 

獣  医 12 8 8 6 1.3 

学

芸 

西洋美術 18 14 8 1 14.0 

考古学 12 7 7 4 1.8 

天文 14 11 8 1 11.0 

管理栄養 46 25 14 2 12.5 

計 142 91 67 32 2.8 

 

＜別表 11＞免許資格職採用試験（第 1次試験 9月実施分)   

試験区分 申込者数 
第 1次試験 

受験者数(a) 

第 1次試験 

合格者数 
合格者数(b) 

倍率 

(a)/(b) 

保 育 Ⅰ 230 人 147 人 132 人 83 人 1.8 倍 

保 育 Ⅱ  21 10  9  6 1.7 

司書 127  94  14   5 18.8 

計  378  251  155   94 2.7 

 

＜別表 12＞職務経験者採用試験   

試験区分 申込者数 
第 1次試験 

受験者数(a) 

第 1 次試験 

合格者数 

第 2次試験 

合格者数 
合格者数(b) 

倍率 

(a)/(b) 

事
務 

行政一般 739 人 540 人 169 人 68 人 23 人  23.5  倍 

社会福祉 70 58 48 16 5 11.6 

技
術 

土  木 37 28 26 21 19 1.5 

建  築 13 9 9 7 6 1.5 

機  械 26 17 14 8 1 17.0 

電  気 26 22 20 13 9 2.4 

保 育 Ⅰ 14 13 11  5 2.6 

保 育 Ⅱ 4 3 3  1 3.0 

計 929 690 300 133 69 10.0 

 

＜別表 13＞身体障害者を対象とした採用選考   

試験区分 申込者数 
第 1次試験 

受験者数(a) 

第 1 次試験 

合格者数 
合格者数(b) 

倍率 

(a)/(b) 

行政一般 54 人 48 人 44 人 17 人 2.8 倍 

学校事務     3      3 3 1 3.0 

計 57 51 47 18    2.8 
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＜別表 14＞採用選考(人事委員会分)   

職 種 職種細分（又は詳細） 受験者数 合格者数 選考回数 

司書職 司書     1 人     1 人    1 回 

学芸職 学芸員  1  1 1 

医事職 医師 14 14     10 

計    16 16 12 
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＜別表 15＞採用選考（任命権者委任分（会計年度任用職員以外））  

任命権者 

採用を必要とする職 

受験者数 合格者数 選考回数 
職 種 

職種細分 

（又は詳細） 

市 長 

医事職 医師 5 人 3 人 1 回 

労務職 ― 73 8 3 

清掃職 清掃業務 122 12 1 

医療技術職 
診療放射線技師 2 2 2 

歯科衛生士 22 1 1 

看護保健職 

― 101 15 7 

看護師 2 2 2 

保健師 20 4 1 

教育委員会 労務職 ― 98 4 2 

交 通 局 長 運輸職 
運輸業務 189 188 10 

技術業務 76 55 4 

病 院 局 長 

医事職 
医師 16 16 4 

歯科医師 1 1 1 

医療技術職 

診療放射線技師 
48 6 1 

診療放射線技師補 

臨床検査技師 
27 8 1 

臨床検査技師補 

作業療法士 
5 4 1 

作業療法士補 

理学療法士補 7 4 1 

看護保健職 
助産師 3 3 3 

看護師 25 19 7 

看護保健職 

助産師 

18 16 1 看護師 

助産師補 

看護師 

139 112 1 准看護師 

看護師補 

計 999 483 55 
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＜別表 16＞採用選考（任命権者委任分（会計年度任用職員）） 

任命権者 受験者数 合格者数 選考回数 

市 長    3,507 人    2,542 人    459 回 

市 会 議 長     6     4   2 

教 育 委 員 会   303   233  52 

消 防 長   132    76   9 

上 下 水 道 局 長   118    95   7 

交 通 局 長    44    40  10 

病 院 局 長   365   343  27 

計 4,475 3,333 566 

 

＜別表 17＞採用選考（人事委員会承認分）  

採用／ 

任期の更新 
任命権者 職 種 申請件数 延人数 承認者数 承認回数 

採用 

市 長 
行政職 

(任期付職員) 
 4 件    4 人  4 人   4 回 

教育委員 会 
教員(指導主事) 

(任期付職員) 
4 24  24※1  4 

任期の更新 

市    長 

行政職 

(任期付職員) 
2  2 2  2 

医事職 

(任期付職員) 
1  1 1 1 

教育委員 会 
教員(指導主事) 

(任期付職員) 
  3※2  124 124   3 

※1 内 4 人は補欠承認 

※2 スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー及びスクールアドバイザーを一括申

請。 
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＜別表 18＞課長以上昇任選考   

職 種 受 験 者 数 合 格 者 数 選 考 回 数 

行 政 職 149  人 149  人 

 

研 究 職 2 2 

消 防 職 25 25 

保 育 職 4 4 

教 育 指 導 職 1 1 

司 書 職 0 0 

学 芸 職 0 0 8  回 

医 事 職 8 8 

 

薬 剤 職 1 1 

獣 医 職 0 0 

栄 養 指 導 職 0 0 

衛 生 職 10 10 

医 療 技 術 職 3 3 

看 護 保 健 職 1 1 

清 掃 職 1 1 

運 輸 職 2 2 

計 207 207 8  
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＜別表 19＞医事職係長昇任選考   

受 験 者 数 合 格 者 数 選 考 回 数        

8 人 8 人 1 回 

 

＜別表 20＞消防職係長昇任選考・係長転任試験   

種別 コースⅠ コースⅡ コースⅢ コースⅣ 計 

合格者 

数等 

 

 

 

 

区分 

 
受 
験 
者 
数 
 
A 

(人) 

 
合 
格 
者 
数 
 
B 

(人) 

 
倍 
 
 
率 
 

A/B 
(倍) 

 
受 
験 
者 
数 
 
C 

(人) 

 
合 
格 
者 
数 
 
D 

(人) 

 
倍 
 
 
率 
 

C/D 
(倍) 

 
受 
験 
者 
数 
 
E 

(人) 

 
合 
格 
者 
数 
 
F 

(人) 

 
倍 
 
 
率 
 

E/F 
(倍) 

 
受 
験 
者 
数 
 
G 

(人) 

 
合 
格 
者 
数 
 
H 

(人) 

 
倍 
 
 

率 
 

G/H 
(倍) 

 
受 
験 
者 
数 
 
I 

(人) 

 
合 
格 
者 
数 
 
J 

(人) 

 
倍 
 
 
率 
 

I/J 
(倍) 

一般消防 105 8 13.1 64 5 12.8 1 1 1.0 44 3 14.7 214 17 12.6 

航空消防 1 - - - - - - - - - - - 1 - - 

計 106 8 13.3 64 5 12.8 1 1 1.0 44 3 14.7  215   17 12.6 

(注)1．受験者数とは第１次試験受験者数を、合格者数とは最終合格者数をいう。 

2．第１次試験･･････････令和元年 7月 5日実施、令和元年 8月 13日合格者発表 

3．最終合格者発表･･････令和元年 9月 6日 
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＜別表 21＞係長昇任選考・係長転任試験   

A

（人）

　

（人）

　

（人）

B

（人）
A/B（倍）

C

（人）

　

（人）

　

（人）

D

（人）
C/D（倍）

 事務 284 110 113 99 2.9 43 16 20 12 3.6

(3) (3) (1) (4) (4)
 土木 68 14 16 13 5.2 21 5 5 5 4.2

(2) (2) (1)
 建築 22 7 6 5 4.4 11 3 3 3 3.7

 機械 20 5 5 4 5.0 4 0 0 0 -

 電気 27 6 6 5 5.4 3 1 1 1 3.0

(1) (1) (1)
 造園 8 1 1 1 8.0

 応用・ 4 0 0 0 - 1 0 0 0 -
 工業化学

 医学物理 1 0 0 0 -

 保育職 4 0 0 0 - 3 0 1 1 3.0

(1) (1) (1)
 司書職 4 0 1 0 - 4 1 1 1 4.0

(1) (1)
 学芸職 5 0 0 0 - 2 1 1 1 2.0

 薬剤職 3 1 1 1 3.0 1 0 0 0 -

 獣医職 2 0 1 1 2.0 2 0 0 0 -

 栄養指導職 3 0 0 0 -

 衛生職 26 6 5 4 6.5

 診療放射 16 0 0 0 - 2 0 1 0 -
 線技師 (1) (1)
 医療検査 5 0 0 0 - 1 1 1 1 1.0
 技術者

 理学 1 0 0 0 - 1 0 0 0 -
 療法士

 作業 2 0 0 0 - 1 0 0 0 -
 療法士

 歯科 1 0 0 0 -
 衛生士

 臨床工学 4 0 0 0 - 2 0 0 0 -
 技士

 保健師 4 1 0 0 - 3 0 0 0 -

 助産師 2 0 0 0 -

 看護師 30 1 1 1 30.0 33 3 3 3 11.0

 清掃職

 動物飼育職 1 0 0 0 -

 運輸業務 9 0 0 0 - 24 2 2 2 12.0

 技術業務 10 0 0 0 - 1 0 0 0 -

 学校事務職 2 0 0 0 -

 　合計 564 152 156 134 4.2 167 33 39 30 5.6

(7) (7) (3) (6) (6) (1)

注1　<　　>内の数は、第2次試験受験延期適用者の数で内数…（ア）　

 　　(　　)内の数は、第1次試験免除者の数で内数…（イ）　

  　 [　　]内の数は、第2次試験受験延期終了者の数で内数…（ウ）

注2　数値には転任を含む。

注3　「第2次試験受験者数」＝「第1次試験合格者数」－(ア)＋(イ)＋(ウ）

医
療
技
術
職

看
護
保
健
職

運
輸
職

行
政
職

    合格者数等

職種（区分）

受験者数
第１次試験

合格者数

第２次試験

受験者数
合格者数 合格倍率 受験者数

第１次試験

合格者数

第２次試験

受験者数
合格者数 合格倍率

コースⅠ コースⅡ

<2> [2] [1]

<1>

<1>

<1>

<1>

<6>

[1]

[3] [2]

[1]

[2]

[1]

[3]
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E

（人）

　

（人）

　

（人）

F

（人）
E/F（倍）

G

（人）

　

（人）

　

（人）

H

（人）
G/H（倍） I　　（人）

　

（人）

　

（人）

J

（人）
I/J（倍）

1 0 0 0 - 37 13 15 14 2.6 365 139 148 125 2.9

(1) (1) (1) (8) (8) (2)

2 0 0 0 - 23 3 4 2 11.5 114 22 25 20 5.7

(1) (1) (1) (3) (3) (2)

2 0 0 0 - 5 2 2 2 2.5 40 12 11 10 4.0

4 1 1 1 4.0 28 6 6 5 5.6

3 0 0 0 - 16 4 4 4 4.0 49 11 11 10 4.9

(1) (1) (1)

2 1 1 1 2.0 10 2 2 2 5.0

1 0 0 0 - 6 0 0 0 -

1 0 0 0 -

5 3 3 2 2.5 33 15 16 10 3.3 45 18 20 13 3.5

(1) (1) (2) (2) (1)

2 0 0 0 - 10 1 2 1 10.0

(1) (1)

1 0 0 0 - 8 1 1 1 8.0

2 1 1 1 2.0 6 2 2 2 3.0

4 0 1 1 4.0

2 0 0 0 - 5 0 0 0 -

5 1 1 1 5.0 31 7 6 5 6.2

11 1 1 1 11.0 29 1 2 1 29.0

(1) (1)

1 1 1 0 - 9 0 0 0 - 16 2 2 1 16.0

8 0 0 0 - 10 0 0 0 -

1 0 0 0 - 4 0 0 0 -

1 0 0 0 -

6 0 0 0 -

8 3 3 2 4.0 15 4 3 2 7.5

4 1 1 1 4.0 6 1 1 1 6.0

1 0 0 0 - 47 3 4 3 15.7 111 7 8 7 15.9

(1) (1) (1) (1)

14 0 0 0 - 14 0 0 0 -

1 0 0 0 - 2 0 0 0 -

28 0 0 0 - 61 2 2 2 30.5

4 0 0 0 - 15 0 0 0 -

1 0 0 0 - 3 0 0 0 -

17 4 4 2 8.5 267 49 54 43 6.2 1,015 238 253 209 4.9

(4) (4) (2) (17) (17) (6)

受験者数
第１次試験

合格者数

第２次試験

受験者数
合格者数 合格倍率合格倍率 受験者数

第１次試験

合格者数

第２次試験

受験者数
合格者数

計

合格倍率

コースⅢ コースⅣ

受験者数
第１次試験

合格者数

第２次試験

受験者数
合格者数

[3]

<1>

<1>

<1>

<1>

<2>

[1]

<6> [4]

[2]

[1]

[3]

[1] [1]

[1][1]

[1]

[1]

[3]

[1]

[4]  
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＜別表 22＞転任試験 

試験の種類 申込者数 受験者数 
第1次試験 

合格者数 

合格者 

転任前 転任後 人数 

第1類 90 人 86 人 26 人 

労務職 
行政職 

(社会福祉) 
2 人 

運輸職 
行政職 

(機械) 
1 

薬剤職 
研究職 

(薬学) 
1 

第2類 0 ― ― ― ― ― 

免許資格職 

(第1次試験6月実施分) 
5 4 4 薬剤職 衛生職 3 

免許資格職 

(第1次試験9月実施分) 
6 6 6 

行政職 

（事務） 
司書職 1 

計 101 96 36 8 

 

＜別表 23＞転任承認   

転任前 転任後 申請者数 承認者数 承認回数 

教   員 教育指導職 7 人 7 人 1 回 

計 7   7 1 
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＜別表 24＞条件付採用期間の延長   

任命権者 決定件数 
内  訳 

職 種 期間 

市長 

1 件 看護保健職 令和元年5月1日から令和元年5月31日まで 

2 行政職 令和元年10月1日から令和元年10月31日まで 

1 行政職 令和元年10月1日から令和元年12月31日まで 

1 行政職 令和元年11月1日から令和2年1月31日まで 

1 行政職 令和2年2月1日から令和2年2月29日まで 

教育委員会 1 学校事務職 令和元年10月1日から令和元年11月30日まで 

病院局 

2 看護保健職 令和元年10月1日から令和元年10月31日まで 

1 看護保健職 令和元年11月1日から令和元年11月30日まで 

1 看護保健職 令和元年11月1日から令和元年12月31日まで 

1 看護保健職 令和元年12月1日から令和元年12月31日まで 

1 看護保健職 令和2年1月1日から令和2年1月31日まで 

計 13 ― ― 
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＜別表25＞臨時的任用の更新   

任命権者 承 認 件 数 延 人 数 業 務 内 容 

市 長 408  件  490  人 

事 務 補 助    204 件 

保 育 士 業 務 150 

保 育 士 補 助 3 

指 導 員 業 務 2 

指 導 員 補 助 5 

ご み 処 理 業 務 18 

清 掃 作 業 業 務 2 

看 護 師 業 務 1 

技 術 補 助 2 

獣 医 師 業 務 1 

保 健 師 業 務 1 

労 務 雑 役 19 

教 育 委 員 会  126 139 

事 務 補 助 20 

教 諭 業 務 51 

養 護 教 諭 業 務 17 

栄 養 教 諭 業 務 8 

講 師 業 務 30 

消 防 長 6 9 事 務 補 助  6 

上下水道局長 19 19 

事 務 補 助 5 

技 術 補 助 2 

労 務 雑 役 12 

交 通 局 長 7 7 
事 務 補 助 5 

業 務 繁 忙 対 応 2 

計 566 664 ― 

 

 

 


